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国土交通省航空局 

 

個人による被災地への救援物資等輸送のための空港使用について 

 
（受入可能空港等） 

 
○ 花巻空港・・・・条件付受入可［県対策本部の方針］ 
・岩手県の災害対策本部の方針で、定期便・臨時便以外は公的機関の災害救援活動を目的

とした航空機のみを受け入れている。 
・企業・法人からの救援物資輸送の受入については、災害対策本部と事前に荷下ろし作業、

荷下ろし後の搬出方法の調整が整ったものに限り、上記航空機の離着陸に影響がない範

囲（時間帯、スポット調整等）で受入れている。（事前調整なしでの救援物資の申し出は

受け入れていない。） 
・給油についても事前に給油業者と調整を行うこと。 

 
 
○ 福島空港・・・・条件付受入可［県の方針］ 

・離着陸時間帯、物品の種類等、使用機材、荷卸し作業、荷卸し後の搬出方法等の事前調 
整が整えば受入可能。 

・給油は公的機関の機材に限っている。 
 
 
○ 庄内空港・・・・条件付受入可［県の方針］ 

・個人の救援物資輸送の受入については、離着陸時間帯（含むスポット調整）、使用機材 

の事前調整が整えば受入可能。 
・荷下ろし作業、荷下ろし後の搬出方法、燃料給油の確保等は自ら手配すること。 
・搬入荷物の保管場所の提供はできない。 

・今後の混雑状況により規制の可能性はあるが、現状では給油も公的機関の機材に限らず 
行う。 
 
 

○ 米沢ヘリポート【公共用】・・・・条件付受入可［県の方針］ 

・離着陸時間帯（含むスポット調整）、使用機材の事前調整が整えば受入可能。 
・長時間の停留はできない。 
・荷下ろし作業、搬出方法は自ら手配すること。 

・給油施設はなし。 
・搬入荷物の保管場所の提供はできない。 

 

 

○ 秋田空港・・・・条件付受入可［県の方針］ 

・基本的に公的機関の災害救援活動（物資輸送）を目的とした航空機のみを受け入れてい

るが、個人の救援物資輸送の受入については、離着陸時間帯（含むスポット調整）、使

用機材の事前調整が整えば受入可能。 

・荷下ろし作業、荷下ろし後の搬出方法、燃料給油の確保等は自ら手配すること。 

・搬入荷物の保管場所の提供はできない。 

別紙１



 

○ 大館能代空港・・・・条件付受入可［県の方針］ 

・個人の救援物資輸送の受入について、離着陸時間帯（含むスポット調整）等の事前調整

については秋田空港と同様。 

・秋田空港に比べると航空機の離発着が少ない分受入数は余裕がある。 

・荷下ろし作業、荷下ろし後の搬出方法、燃料給油の確保等は自ら手配すること。 

・荷物集積場所は条件にもよるが提供可能。 

 

 

○ 青森空港・・・・条件付受入可 ［県の方針］ 

・個人の空港使用については、離着陸時間帯（含むスポット調整）、使用機材、荷下ろし

作業、荷下ろし後の搬出方法、燃料給油の確保等の事前調整が整えば受入可能。 

・搬入荷物の集積場所は屋外のみ提供可能。 
 
 
 
（受入不可の空港等） 

 
○ 山形空港・・・・受入不可［県の方針］ 

 山形県の方針で、定期便・臨時便以外は公的機関の災害救援活動を目的とした航空機

のみを受け入れており、民間及び個人の航空機は受け入れていない。 
 
 

○ 宮城県庁ヘリポート【非公共用】・・・・受入不可［県の方針］ 

 公的機関の災害救援活動を目的とした航空機のみを受け入れており、民間及び個人の

航空機は受け入れていない。 
給油体制はない。 
 

 
○ 仙台消防ヘリポート【非公共用】・・・・受入不可 

 震災による損壊で現在使用不可。復旧に向け作業中。 
 
 

○ 仙台空港・・・・受入不可 

 現在、復旧整備を進めているところであり、民航機の離着陸のための安全は未だ確保

されていないため、自衛隊機等の輸送機のみの運用としているところ。 
 


